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このような協議をしましたこのような協議をしました

【
議
案
第
４
号
】南
島
原
市
個

人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　

個
人
識
別
符
号
の

説
明
を
。

　
　
　
　

指
紋
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
、
保
険
証
番
号
、
基
礎

年
金
番
号
な
ど
、
相
手
が
類

推
で
き
る
も
の
。

【
議
案
第
６
号
】南
島
原
市
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　
　
　
　

扶
養
手
当
の
額
の

変
更
に
つ
い
て
。

　
　
　
　

今
ま
で
、
子
と
孫

は
６
，５
０
０
円
だ
っ
た
も

の
が
、
30
年
度
以
降
か
ら
、

子
が
１
万
円
、
孫
が
６
，５

０
０
円
に
変
わ
る
。

　
　
　
　

人
事
院
勧
告
の
特

徴
点
の
説
明
を
。

　
　
　
　

給
与
制
度
の
改
革

で
、
扶
養
手
当
の
配
偶
者
を

下
げ
て
、
子
供
に
手
厚
く
す

る
。

【
議
案
第
７
号
】南
島
原
市
一

般
職
員
の
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　

特
定
任
期
付
職
員

と
任
期
付
職
員
と
の
違
い
は
。

　
　
　
　

特
定
任
期
付
職
員

は
特
別
な
経
験
、
知
識
を
持

っ
た
人
、
任
期
付
職
員
は
、

弁
護
士
、
保
育
士
、
教
師
等

資
格
を
持
っ
た
人
を
期
間
を

定
め
て
任
用
す
る
場
合
を
い

う
。
現
在
、
本
市
に
は
、
両

方
と
も
居
な
い
。

【
議
案
第
９
号
】南
島
原
市
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　

今
ま
で
、
男
性
職

員
で
、
育
児
休
暇
を
取
っ
た

職
員
は
い
る
の
か
。

　
　
　
　

育
児
休
暇
、
介
護

休
暇
を
取
っ
た
職
員
は
い
な

い
。

　
　
　
　

特
別
養
子
縁
組
と

は
ど
の
よ
う
な
縁
組
を
い
う

の
か
。

　
　
　
　

特
別
養
子
縁
組
は
、

児
童
が
、
虐
待
を
受
け
る
な

ど
様
々
な
事
情
で
養
子
縁
組

が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、
実

父
母
と
の
縁
が
切
れ
養
父
母

の
み
に
な
る
。

【
議
案
第
20
号
】平
成
28
年
度

南
島
原
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
６
号
）

〈
総
務
部
関
係
〉

　
　
　
　

地
域
総
合
整
備
事

業
貸
付
金
事
業
債
は
ど
の
よ

う
な
市
債
か
。

　
　
　
　

民
間
の
事
業
者
が

工
場
を
増
築
、
新
築
な
ど
投

資
を
行
う
と
き
、
国
が
推
奨

し
て
低
金
利
で
融
資
す
る
制

度
で
、
事
業
者
は
元
金
の
み

償
還
す
る
。

　

市
が
借
り
入
れ
、
事
業
者

に
貸
し
付
け
る
の
で
市
が
利

息
を
負
担
す
る
が
、
利
子
の

一
部
は
、
特
別
交
付
税
で
措

置
さ
れ
る
。

　
　
　
　

市
の
持
ち
出
し
は

な
い
の
か
。

　
　
　
　

元
金
に
つ
い
て
の

負
担
は
な
い
。
利
子
に
つ
い

て
は
、
特
別
交
付
税
で
75
％

措
置
さ
れ
る
の
で
、
25
％
が

負
担
に
な
る
が
、
工
場
の
新

築
や
増
築
に
よ
り
、
固
定
資

産
税
や
従
業
員
の
増
加
に
伴

う
市
民
税
の
増
収
が
見
込
ま

れ
る
。

　
　
　
　

有
家
庁
舎
の
一
部

改
修
は
、
ど
の
よ
う
な
事
を

お
こ
な
う
の
か
、
ま
た
、
現

在
庁
舎
再
編
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
協
議
が
さ
れ
て
い
る

の
か
。

　
　
　
　

改
修
は
耐
震
の
外
、

外
壁
、
雨
漏
り
の
改
修
、
合

併
浄
化
槽
へ
取
り
換
え
る
な

ど
で
す
。
庁
舎
再
編
に
つ
い

て
組
織
の
将
来
像
を
検
討
し

て
い
る
段
階
で
、
再
編
そ
の

も
の
に
つ
い
て
は
、
今
の
と

こ
ろ
検
討
に
着
手
し
て
は
い

な
い
。

〈
企
画
振
興
部
関
係
〉

　
　
　
　

長
崎
型
移
住
促
進

空
き
家
活
用
事
業
補
助
金
に

つ
い
て
、
県
は
、
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
の

か
。

　
　
　
　

県
と
し
て
は
、
長

崎
県
等
共
同
会
議
で
田
舎
暮

ら
し
の
推
進
を
行
っ
て
い
る
。

市
と
し
て
は
、
空
き
家
バ
ン

ク
の
登
録
制
度
を
設
置
し
取

り
組
ん
で
い
る
。

　

国
、
県
の
補
助
金
制
度
が

あ
り
、
空
き
家
の
改
修
の
補

助
金
と
し
て
、
市
の
ほ
う
で

50
万
円
を
限
度
に
補
助
金
を

出
し
て
い
る
。

　
　
　
　

地
方
創
生
拠
点
整

備
交
付
金
を
利
用
し
た
、
ア

ー
ト
ビ
レ
ッ
ジ
・
シ
ラ
キ
ノ

整
備
事
業
は
、
交
付
金
の
申

請
を
認
定
す
る
の
か
ど
う
か

は
、
企
画
振
興
課
で
審
査
す

る
の
か
。

　
　
　
　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
が
協
議
し
提
案
し
た
も

の
を
、
地
方
創
生
本
部
で
実

行
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

そ
の
後
、
国
の
方
で
ヒ
ヤ
リ

ン
グ
を
行
っ
た
上
で
、
適
当

で
あ
る
と
さ
れ
れ
ば
事
業
を

行
う
。

【
平
成
28
年
請
願
第
４
号
】
　

　
「
有
馬
キ
リ
シ
タ
ン
遺
産
記

念
館
」
を
以
前
の「
原
城
文

化
セ
ン
タ
ー
」
の
利
用
目
的

に
戻
す
こ
と
及
び
「
有
馬
キ

リ
シ
タ
ン
遺
産
記
念
館
」
の

展
示
物
を
南
有
馬
庁
舎
に
展

示
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願

継
続
審
査
と
す
る
こ
と
に
決

定
。

【
請
願
第
１
号
】「
共
謀
罪（
テ

ロ
等
準
備
罪
）」
法
案
の
国

会
提
出
に
反
対
す
る
意
見
書

提
出
を
求
め
る
請
願

採
決
の
結
果
、
不
採
択
と
す

る
こ
と
に
決
定
。
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（
田
中
次
廣
委
員
長
）

議
案
11
件
を
原
案
可
決　

請
願
１
件
を
継
続
審
査
、
１
件
を
不
採
択
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有馬キリシタン遺産記念館


